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A
D
R
に
お
け
る
法
律
家
の
投
割

孫

JI'; 

作現

、
以
組
事
析
す
｝

川t
と
乙
し
は

「
ン
ピ

L
l
タ
l
部
却
の
製
法
・
収
売
に

契
約
照
的
巾
、
川
T
の
川
同
伴
／
り
持
、
こ
新
規

部
品
事
業
の
進
出
向
窓
で
甲
と
乙
の
院
で
紛
争
が
発
生
し
と
－
本
件
業
務
提
法
契
約
第
＝

C
条
は
、
中
1
前
十
将
慌
の
紛
争
併
決

ι似
し
て

下
「
誌
の
よ
う
L

規
心
し
て
い
る

くP

勺
事
者
向
で
紛
予
が
和
党
中
じ
た
場
合
、
当
事
再
は
い
義
誠
実
心
原
町
”
と
月
誕
の
精
神
に
よ
い
F

誠
実
な
i

九
人
渉
を

J
4
t
て
こ
れ
を
昭
一

決
す
る

d

（主l

川市

が
、
の
規
定
に
よ
る
努
々
に
も
悶
わ
ら
ず
解
決
で
さ
ん
弘
い
紛
予
は
、
ゆ
晶
嚇
轡
古
川
州
一
汗
人
と
ナ
ゐ
調
停
予
約
に
J
り
前
泌
す
ゐ

(3) 

治
二
項
の
規
定
に
依
拠
、
）
た
調
停
に
よ
っ
て
解
決
さ
き
な
い
紛
争
は
、
ー
ハ
韓
尚
早
仲
裁
院
の
仲
裁
に

t
tり
解
決
ト
20ν

且
只
方
は

A
U
R
白
川
門
弁
一
段
一
一
で
、
あ
句
、
ト
町
、
韓
出

j

均
一
仲
裁
民
の
円
裁
人
γ
〆
一
、
〆
し
市
助
、
二
l

」
い
る
＠
窃
＠
で
い
わ
ゐ

告
八
方
は
友
作
紛
争
を

こ
の
よ
う
に
込
緒
子
匂
む
か
υ

且
一
、
方
は
e
A
n
u
R
の
専
門
家
ζ

し
に
韓
間
乙

M
m
h
A
わ
り
れ
制
反
の
改
J

守
口
と
同
党
肢
の
七
め
に
一
刊
を

L
て
い
る

）

主

J

O
L刀
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A
D
H
ケ
仏
る
紛
？
解
決
の
恒

γ

一川ん

ーゾ
ノ

共
司
体
内
粉
勺
d

の
A
D
R
に
」
ひ
る
解
決

内
拭
川
仇
江
市
川
f
削川
v川
仏
子
続

｛へと｛
2
2三
三
』
）
Z
d三
時
司
令
Z
O
｝三
3
2
A
H
M
H）

の
脱
出
ん
は
、
人
税
の
府
出
ん
ほ
ど
長
久
で
あ
る
つ
必
社
内

に
つ
り
犬
叶
体

t
z口々
H
M
M勺
－
Z

H目
）

刈
一
一
七
月
正
午

L
ん
ヘ
紛
争
に
は
、

JZ呈
示
。
司
法
権
が
在
ば
な
い
か
、

同
（
か
が
司
比
一
権

の
行
涜
を
ー
ォ
却
し
、
で
の
い
ム
ハ
川
川
ル
併
の
紛
争
併
泌
子
続
に
委
ね
て
き
た
。
片
ー
か
ら
つ
の
村
落
九
で
受
注
し
～
机
初
予
は
、
そ
の
判
決
の
村

長が、ド工君、一
7
匂

A
O
R
に
よ
っ
ご
併
決
さ
れ
て
き
て
お
り
、
山
文
’
法
以
前
紛
争
や
r
f
小
及
型
仏
有

4

（
り
紛
争
J
b
同
じ
で
あ
っ
た
c

共
け
体
内
紛
争

の
A
D
R
に
よ
る
解
決
の
代
五
位
以
も
の
片
山
、
巾
山
ゴ
！
日
ソ
パ
の
口
出
都
市
で
の
尚
人
主
ル
ド
で
行
わ
れ
た
A
D
R
で
あ
る
し
仙
人

主
A
L
Jノ
ボ
V
P
U

」
す
し
こ
土
、

：z
t
r
u
j
f
h
I
v
i
i
 
そ
の
山
由
都
市
心
当
事
再
た
ち
が
承
服
す
る
の
は
も
も
っ
ん
、
近
辺
心
戸

mw州
市
で
も
あ
小
花
・
ペ
バ
れ
さ
れ
い

「
／、

一

九日立にィつける決沖宗日役手

イ

A
D
o
n
の
萎
梢
1
回
収
叩
紛
争
九
九
月
け
る

A
a
D
R
の
増
加

近
代
、
i
権
凶
門
家
（
り
萱
場
に
よ
り
、
あ
ら
ゆ
る
紛
下
一
り
同
家
一
町
伝
機
へ
の
閉
店
従
が
強
調
さ
れ
に

J

こ
れ
に
よ
れ
、
伝
統
的
に
犬
同
体
内

紛
争
心

A
O
H
に
よ
る
解
決
が
美
総
ず
る
わ
祖
宗
と
な
コ
た
が
、

凶
深
夜
引
の
M

早
川
に
料
、
＼

凹
潔
攻
引
に
お
い
て
発
刀
「
る
紛
争
の
主

D
R
に
、
で
つ
解
決
が
一
財
ま
れ
る
、
で
つ
に
な
パ

z人
c

そ
の
阻
刀
は
、
同
際
玖
ヨ
J

の
当
主
石
は
、
利
子
［
乃
の
同
事
の
汁
川
法
絡
に
版
従
す
る
こ

／了
γ
跨
陪
し
た
か
ら
で
あ
る
。

ロ
J

ド
〆
一
回
開
阿
佐
裁
法
院
や
ス
イ
ス
M

－1設
作
廷
、
同
胞
町
商
来
山
討
議
所
件
引
弘
法
院
主
H
，
h
J
ユ
コ
二
三
さ
】
｝

な
ど
の

A
D
H
機
関
で
多
く
の
同
際
的
引
引
紛
争
が
洛
決
古
い
れ
て
い
る

J
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料

A
D
H
の
重
山
々
九
件

白マ

法
院
に
よ
る
紛

7
解
決
の
問
題
ム

ノヘ
j与す

ー
と
士
、

ヨJ
M
」
↑

u
f
r

て
判
決
、
か
卜
さ
れ
る
た
め
、
公
闘
を
炭
け
る
耐

公
開
法
処
で
ν恥
絡
K
M
J

九
伊
三
ru拠
法
則
に
よ
り
進
行
さ
れ
、

事
者
胡
の
Mm川
急
や
継
続
的
取
引
等
の
が
期
的
関
係
を
ム
mJν

で
い
る
巾
事
者
が
互
一
jd
に
よ
り
判
渦
に
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
白
い

ぬ
ム
ロ
は
、
法
院
に
そ
の
解
決
を
粁

rる
の
は
地
切
で
は
な
い
」
ま
た
、
司
法

T
M切
に
お
い
て
は
、
代
珂
人
の
主
任
、
印
紙
代
の
州
制
作
等

巨
稲
川
三
九
た
交
用
が
所
要
さ
れ
、
リ
リ
渋
の
確
定
に
も
多
く
り
時
内
ト
υ
費
や
J1

切
れ
る
こ
と
が
多
ぺ

ま
に
、
羽
代
初
会
で
析
し
く
党
中
ず
る
数
型
の
人
材
予
は

般
的
、
仙
ぺ
山
謙
を
持
つ
法
官
だ
け
で
は
訓
切
に
机
初
予
を
解
決
す
る
』
一
エ
は

難
し
く
、
中
I
T
A
分
軒
一
心
者
門
家
仏
よ
っ
て
所
決
L
q
J

る
必
更
か
あ
る
υ

全
た
、
法
完
に
日
一
訴
す
る
事
件
の
集
巾
に
よ
旬
、
忍
4
2
で
泊
切
な

裁
刊
を
受
け
る
い
、
と
が
で
き
以
し
場
ム
ロ
J
b
階
、
三
、
レ
ッ
G
C

川紀
J
J

イ～
法
院
に
よ
る
政
刊
に
代
わ
る
A
U
H
が
Z
m
h
肢
に
行
で
な
く
、
J

川

内
的
に
J
U
必
山
町
で
あ
り
、

ご
コ
白

UJQ
ぺ
i
i
、ミ一も
f
L

プ
こ
、

3

仁

C
λ
U
5
4
7乙
b
u
i
f
一三与吋

A
r
J
L
Y

た
九

ι
～、

し
い
斗
パ
ハ
川
れ
れ
い
り
な
ぷJ

。
聞
記
し
後
半
、
国
家
権
々
に
必
処
す
る
非
政
府
終
結
（
辺
－
E
C
E命
日
出
店
三

N
G
り

か
多
数
リ
ー
ま
れ

D
R
は
白
↓
γ
ー
た
ち
の
一
組
織
内
立
花
干
し
If
紛
争
2γ

」
口
、
り
解
決
す
る
メ
カ
了
ズ
ム
校
総
染
ず
る
と
う
に
た
う
ー
ん
一
。
こ
の
と
う
と
新
し
い
共

同
体
心
行
場
主
班
速
υげ
】
さ
壮
た
の
Jυ

汁
イ
パ
？
ス
べ
ー
ス
心
ザ
切
で
あ
る
一
ナ
イ
ハ

i
卜
で
数
多
く
の
マ
ミ
ユ
ニ

7
1
F
一
万
成
汽
れ
、

ゆ
一
の
コ
ミ
ュ
二
戸
イ
の
心
に
は
ポ
？
タ
ル
が
r
行
店
、
与
し
い
ム
》
（

こ
の
一
c
h

内
ノ
伝
サ
イ
ハ

J

ミ
ュ
二

F

ィ
の
3

司
君
」
は
、

J

込
山
・
行

政
・
J

川
法
心
持
限
を
行
使
し
な
が
ら
、

サ
イ
パ
1

1

ミ
ユ
二
一
フ
ィ
の
情
ぷ
買
を
よ
土
配
L
L
い

る

吋

f
パ
7
1
1
f
一一
y
ィ
て
j
わ
れ

る
打
エ
的
な
帆
刈
斗
品
川
決
方
式
も
極
の
A
O
R
で
あ
る
こ
い
え
る

rノ

迅
速
日
仏
問
予
解
、
上
九
の
必
法
性

l以人法ナお i.22<'4.、τc28:zor〕＂・ n 
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紅
会
が
氾
本

Jrわ
い
ば

F
る
ほ
ど
時
間
の
正
安
竹
い
は
ト
へ
き
一
く
h
b
り

合
掌
川
に
お
い
て
は

「
市
場
に
保
帰
「
る
時
間

円

C

Y一［
門
戸
内

』
主
い
か
山
減
ら
す
り
い
ω

が、

ι
山
品
川
の
勝
敗
を
F

在
有
L
1
1

る
要
素
！
？
エ
し
笠
場
L
た
し
引
先
が
h

J

の
直
切
な
柄
小
決
、
。
り
は
山
速

長
解
決
の
ほ
う
が
長
f
み
さ
れ
亡
い
ね
り
、

r
t
p
f
刷
取
引
紛
争
心
解
決
。
P
与
の
代
表
的
な
測
さ
あ
る
〉
い
さ
刊
一

主
D
R
K
d必
安
な
担
自
は

こ
こ
片
山
4

め目。。

こに

専
門
家
に
よ
之
官
ノ
グ
解
決
の
必
裂
性

U
会
主
信
之
す
る
に
伴
い
、
彼
鮮
で
多
岐
な
羽
状
が
多
く
光
牛

L
て
お
り
、

F

れ
に
効
述
L
て
門
広
ル
ー
し
り
に
紛
予
は
、
当
該
分
野

η
事

門
家
「
円
、
ふ
り
迅
速
で
ト
組
切
に
解
決
す
、
き
必
刊
十
一
判
叫
ん
寺
く
な
っ
一
～
。

の
仇
う
な
紛
争
を
解
決

4
0
J

る
の
は
蝉
し
く
、
主
た
、

そ
れ
に
努
か
ノ
7
匂

J
と
が
で
き
る
と
し
に
も
多
く
の
時
間
～

t
g史
と
す
る
（
従
っ
て
、
こ

ιよ
う
な
紛
争
し
は
札
口

R
で
処
到
す
る
の
伊
解

決
心
Uγ
道
で
占
め
る
と
レ
え
司
令
〈

オ

公
人
心
増
加
と

A
D
R
に
よ
る
紛
争
解
決

メ
F

J

V

ノ
の
九
九
立
に
よ
り

以
内
但
ub
魚
、
三
日
能
人

述
動
選
ー
だ
け
で
な
く
み
る
将
民
社
会
出
引
を
し
く
い
る
人
た
ち
は

大
衆
に

九日立にィつける決沖宗日役手

詰
問
さ
れ
て
い
m
り、

彼
ら
は
日
分
子
り
に
党
守
し
た
紛
下
が
社
会
に
露
出
さ
れ

。T

ラ
イ
バ
ン
ー
か
保
津
き
れ
な
い
の
が
実
情
と
あ
る
わ

ザ
h
v
h
」

勺
て
お
り
、

＼

D
R
に
工
h
ノ
秘
ソ
晶
表
に
解
決
す
る
、
」
と
を
望
む
c

っ、

t!¥ 

フJ現
在
、
韓
凶
は
、
調
布
天
凹
と
呼
ば
れ
て
い
る
戸
行
政
的
以
は
笠
さ
れ
た
斉
検
の
行
政
訓
件
、
す
な
わ
ち
、
消
費
苔
紛
与
謝
停
妥
一
日

会
、
同
州
政
rJM叫
急
調
停
－
安
円
ド
ム
討
、
九
山
w

限
紛
争
調
停
去
員
会
、
ぼ
r
j
取
引
紛
争
調
停
号
、
月
入
訳
、
打
者
作
権
安
員
会
、

ゴ
シ
ピ
1
3

タ
ー
ァ
ロ
ゲ

ラ
ム
仏
品
店
長
員
会
呼
で
の
誠
佐
川
小
て
の
例
で
あ
る
。
h

一
の
よ
A
に
多
〈
の

ー
わ

H
に
払
う
て
解
決
さ
れ
に
い
る
。

方
、
法
院
J

臥
丸
刈
争
の

A
D
R化
仏
、
わ
が
ノ
加
し
て
い
る
の
三
、

ヘ
記
亡
、
｝
れ
を
検
討
一
G
J
γ

恒
二
と
こ
す
る

U
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料

裁
河
川
お
け
る

A
J
D
R
活
川
市
心
羽
加

白マ

H
W
訴
U
4
A
O
R

ノヘ
j与す

提
訴

F

引
の
民
弔
前
件

民
事
品
停

r
は
、
第
一
一
者
で
あ
る
J
炉
問
所
寓
の
諌
山
行
機
関
が
笥
易
な
手

1
4

続
に
従
U

当
事
討
を
説
作
L
、
当
事
有
司
の
棺
斗
，
J
併
を
通

と
て
、
条
河
ピ
基
づ
い
て
実
山
間
に
合
わ
吃
て
民
事
に
関
「
司
令
紛
争
を
前
伏
f
る
制
反
を
窓
味

T
る

（
民
主
北
側
特
法
第
九
対
）
υ

山
札
併
の

市川に、

当
事
者
は
、
特
特
リ
叫
ん
山
弘
同
ピ
ぷ
停
や
申
請
す
る
こ

2
が
ナ

h
J
f

了
白

議
F

礁
に
ム
り
両
国
訓
読
停

へ
司
法
第
五
え
れ
。
認
特
担
当
刈
事
は
、

仲
間
、
刊
日
付
に
代
わ
る
決
光
に
刻

γγ
記
事
者
に
よ
る
異
議
引
な
け
れ
ば
、

絞
判
ト
の
抑
制
肘
／
）
同
の
効
力
を
認
め
る
こ
／
一
が
下
ざ
る

（
同
法
第
二
九
条
、
第
一
四
条
第

q
項
）
〈
訓
告
、
か
成

υ
し
な
か
っ

r場
合
は
、
訴
訟
に
移
r什
「
る

ハ
同
法
第

2
）
提
訴
、
山
口
一
汗
併

提
訴
刷
心
ね
健
一
は
、

良
品
で
の
争
い
が

J

糾
訟
に
た
Mhす
る
と
し
ア
ふ
叩
止
す
A
V

た
め
に
、
引
小
山
桃
山
札
心
的
に
当
宅
苫
u
p
渋
佐
に
出
胤
し
、

和
服
す
る
こ
と
を
指
ず

ー
ル
内
事
訴
訟
合
第
一
八
i
ム
条
以
上
ノ
コ
当
事
高
は
、

持
品
前
に
相
手
む
の
所
士
い
地
一
広
院
に
臼
裕
一
中

rが
で
一
さ

（
同
出
第
一
入
力
条
）
、

－
壁
、
乙

f

t

木
1
時
円
入
ω
M
Mげ！
L
l
L

淵
主
け
に
一
一
栽
し
た
場
々
は
、

エ
の
刈
芹
は
待
定
判
川
仇
1

一
同
？
〕
効
々
を
持
つ

、
同
）
一
策

へJ
一b
b宋）
U

和
解
が
成
げ
し
た
？
っ
た
場
台
、
当
事
者
は
訴
一
誌
の
蛇
起
中
詰
F

ピ
J
J
る
こ
と
が
ご
さ
る

げ
川
出
第
一
八
八
条
）

J

提
訴
川
の
和

で
は
、
強
制
調
作
寸
を
行
、
え
な
い
上
か
ら
わ
民
事
訴
訟
と
異
な
る
じ
裁
判
上
の
和
解
で
は
、
7
7
U
Z
T
引
が
王
導
権
ー
を
持
ツ
て
、
一
け
了
的

に
紛
与
を
解
決
す
る
方
、
民
事
訓
刊
は
、
調
待
機
関
が
ア
品
川
山
一
滋
行
九
億
係
的
に
ノ
段
見
的
介
入
を
「
ゐ
（

イ

M
h
市
事
叩
双
山
上
の
A
O
R

－
一
件
院
幻
民
事
調
停
刊
υ
れ

法
γ山
は
、
刊
川
市

件
だ
け
で
ば
く
、
第
三
者
心
訴
訟
手
続
に
お
い
て
も
、
ふ
り
事
科
を
訴
訟
に
日
吋

γ
司令、了」
r
A
で
き
る
U

7

ご
り
前
停

l以人法ナお i.22郎、 τ；10:zor〕＂・ n 



、
j
J
よ
心
中
小
、

レ
プ
1
J
b
t午
j
t
y

J

以
引
訴
訟
抗
日
山
村
牛
つ
た
め
、

上
記
で
前
例
し
た
提
訴
，
J
の
ん
民
事
調
停
干
V
4
と
同
じ
で
め
る
つ

2
J

訴
訟
！
の
和
解

訴
ぷ
上
心
和
解
問
、
訴
訟
新
川
V
4
4

い
受
説
法
院
、
i
パ
て
ム
唱
法
官
、
又
は
ハ
又
託
判
事
の
百
前
で
、
？
？
山
山
平
い
が
訴
訟
初
で
あ
る
権
利
又
は
法

律
関
係
に
附
し
て
相
互
に
そ
の
、
？
張
を
譲
ぷ
ず
る
ご
乙
に
よ
れ
、
争
い
を
解
決
す
る
一
件
訟
卜
の
ム
門
主
を
い
う
。
相
互
一
読
ぷ
を
必
長

rγ

る
H
J
か
、

J

議
伴
、
こ
は
異
な
る
υ

そ
の
他
、
訴
訟
上
和
解
で
は
、
当
事
者
聞
の
台
古
の
門
容
予
知
川
巾
で
な
く
て
も
走
法
で
ヨ
け
れ
ば
和
解

が
成
斗
す
る
介
、
民
卓
上
司
州
特
で
は
、
成

v
さ
れ
た
ん
u
h
E
け
刈
容
で
達
法
で
な
く
、
相
当
で
な
け
れ
ば
ぼ
ら
な
い
と
ρ
う
点
で
売
な
る

民
事
以
停
法
第

J
U
え
れ
半
島
v
山）。

三
和
前
川
判
長
の
決
定

ハ
ノ
コ
二
年
改
正
民
平
訴
訟
法
は
、

一
社
併
約
訂
叶
叶
仇
t

－
心
制
反
hγ

一新
b

試し、

訴
訟
の
ど
の
段
指
に
品
レ
ど
も
、
法
氏
が
巾
」
王
者
ト
花
所
数

の
決
定
宇
治
円
、
当
事
者
が
こ
れ
U

L

〕
久
し
て
一
週
間
以
山
口
に
異
議
申
靖
j
h
p
r
L
ヘ
ホ
い
と
ね
熔
に
よ
h
訴
一
下
手
続
が
終
了
さ
わ
た
と
み
な

立
山
事
前
A
U
訟
第
二
ム

tr
条
以
下
〆
＼

九日立にィつける決沖宗日役手

』Y

行
政
裁
判
上
の
A
a
D
R

バ
山
事
紛
争
は
、
十
八
事
調
停
法
い

Y
K
っ
て
併
向
て
き
る
一
方
、
引
政
裁
判
で
は
、
足
宇
訓
特
注
が
準
用
手
れ
た
い
っ
し
か
し
、
行
政
出

行
政
訴
訟
に
お
い

E
裁
判
部
が
当
事
去
の
合
立
を
誘
得
、
三
仕
立
山
に
述
、

J

ー
iMhuu
た

Jム
U

均
三

7
L
L
J
F
t
1
2て

士

宮

i
o
J

ノ

ir
イ
L
F

裁
判
ぷ

が
引
剛
一
停
勧
丘
門
ヴ
ん
や
民
一
小
「
る
と
、

fHW
青
ば
、
訴
j

包古川市り

F
げ
、
彼
青
の
行
政
げ
は
処
分
主
変
更

rる
H
式
会
一
泊
h

J

て
解
決
す
る
事
長
l

の
品
佐
判
制
度
古
活
発
に
活
用
さ
れ
て
い
る
。

イ

刑
事
裁
判
上
の
九
九
h
u
R

－
〆
川
川
事
和
解
剖
皮

: f＂人法学； S9、＂Z'.17)ぷ j CZiiilP. 'l 



料

訴
訟
促
進
等
に
闘
す
る
符
例
記
は
、

同、一ザ刊明一一六条一ハ

民
主
下
ト
の
争
い
に
悶
す
る
刑
事
訴
訟

f
絞
の
和
解
」
主
規
定
し
と
い
る

す
な
わ
ち
、
引
山
川
刊
解
を
認
め
て
し
る
と
い
弐
」
と
さ
あ
る
し
刑
事
子
続
で
の
和
解
制
反
は
、
刑
事
判
決
心
山
旦
吉
山
古
に
関
川
庶
民
－
E4紛

ノヘ
j与す

与
い
関
、
以
て
双
山
J
か
ん
は
す
店
、
〕
た
内
容
主
財
布
市
也
君
の
R
請
に
ぶ
つ

C
公
判
調
吉
に
記
較
す
る
一
一
と
で
帯
広
判
決
と

M
桜
の
効
十
ド
ア
乞
持
つ
ャ

と
に
仕
る
ハ
守
」
れ
に
よ
り
、
被
持
人
に
は
、
【
早
川
を
判
断
す
る
条
件
と
し
て
有
利
な
資
判
と
江
り
、
被
J

写
刊
に
は
、
別
途
に
民
事
訴
訟

を
披
起
L
な
く
て
糸
、
紛
ノ
グ
を
筒
、
刊
に
椛

P

心
的
に
解
氏
一
3
0引
判
ド
」
が
あ
る

F
検
察

C
M事
訴
停
引
佼

告
訴
事
件
に
汁
L
て
倹
奈
リ
刀

I
L

コ
訴
人
、
と
被
古
訴
人
間
り
合
意
を
訪
日
7
す
る
創
成
で
み
る
。

ccvJA刊
ノ
ウ
ル
市
部
池
ト
刀
府
、
祭
汀

パ（・

、

一
部
心
検
察
け
で
こ
二
ナ
ル
別
に
実
施
さ
、
れ
三
以
命

日p
p、

。
パ
ノ
へ
年
か
ら
紘
次
ゐ
一
刊
の
術
祭
庁
に
以
大
し
て
い
る
c

弁
設
士
、
医
者
、
建
築
L
L
、
大
、

r
p
J

救
援
、

建
設
長
引
の
なl
門
民
生
J

、
名
分
阻
止
の
い
専
門
家

A

一C
！
？
ハ
つ
名
か
ら
な
る
舵
ホ
識
の
委

ロム
H
U
m
－
何
成
さ
れ
亡
い
る
の
C
、
告
訴
状
が
J11u
円
山
刊
け
ら
わ
る
と
血
打
点
人
と
被
パ
一
寸
人
心
同
意
一
一
交
行
、

こ
の
調
停
委
円
以
会
に
調
FLj？？

依
同
相
す
る

F

調
停
の
A
J
Eが
れ
わ
れ
る
と
被
告
両
人
は
起
訴
ピ
免
除
き
れ
、
告
訴
人
は
〈
九
日
立
金
リ
フ
ピ
仇
Jb、2
1ぐ
に
な
る
）
刑
事
和
解

制
度
と
は
川
凡
な
っ
r
へ
そ
の
合
意
に
体
主
判
決
と
同
一
の
効
々
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
被
告
訴
人
が
台
立
し
た
内
容
を
履
行
し
沿
い
と
、

レ
ム
叫
訴
さ
れ
る
危
険
が
あ
る
の
で
、
事
実
i
、
そ
の
閉
店
付
JY
強
制
J
J
る
4
1
果
と
な
る

L

A
n
μ
R
に
お
け
る
、
法
律
家
の
案
受
と
そ
の
養
成

A
O
H
こ
い
ね
ベ
グ
ハ
主
主
＝
ァ
ー
ま
引
け
宮
山
口

一一

11
：
1
1
1
1
1
；｛
1

l

J

拭
汀
外
Mm
叫
沼
解
決
心
子
け
仰
に
お
い
て

、
ま
ず
、
粉
九
｝

J

山
事
者
の
代
球
人
と
L
て
交
捗
、
調
件
、
心
ぷ
一
］
け
刊
を
滋
一
七

γ
る

二
一
が
で
き
る

U

村
批
判
外
紛
争
解
沢
子
続
に
お
い
ザ
｛
三
代
連
へ
は
訴
訟
代
洋
人
ζ

は
少
し
異

Laる
役
芹
を
浅
行
L
な
け
れ
ば
以
九
一
日
い
ハ

l以人法ナお i.22<'8.＇、 τ；12:zor〕＂・ n 



ま
た
、
渋
作
家
付
、
仙
北
村
門
外
紛
争
府
決
1a絞
の
仙
川
州
北
右
前
と
な
り
、
ヲ
げ
の
千
日
紅
JVL札
行
で
き
る
し
調
伝
子
絞
り
制
停
人
、
仲
裁
下
T
U
杭
の

仲
裁
人
M
’
zt
れ
で
あ
る

前
日
停
と
m
Y
裁
を
成
功
さ
せ
る
た
め
い
法
仲
川
市
主
で
あ
る
調
付
人
、
仲
裁
人
は
、
非
法
律
家
と
協
ん

J

て
、
止
は

市
訟
で
裁
判
白
と
は
崇
な
る
役
割
在
、
佐
行
L
1け
込
け
れ
ば
た
コ
な
し
。
裁
判
外
紛
？
解
仇
で
け
札
に
ιお
け
る
決
浮
誌
の
役
割
い
関
、
以
て
は
い
仏

一
、
ー
で
古
川
相
に
検
討
f
る
こ
と
乙
ず
る
。

九
日
。
れ
に
辺
ワ
す
る
法
作
家
け
京
妥

作
杭
汁
れ
紛
争
解
決
手
続
に
持
与
一
0
2

ヅ乏
ur
…
作
家
は
、
判
よ
り
も
説
何
能
力
を
備
え
な
け
れ
ば
日
ら
注
い
u

乱
将
能
力
を
備
え
る
ト
、
め
げ
い

は
、
根
気
h
刊
さ

相
手
に
対
す
る
配
這
、
人
山
に
対
L
9
】
合
理
俗
、
心
在
予
約
索
誌
な
ν
く
が
必
H
T〈

JL
丸
山
旬
、
首
殺
の
努
力
↓
通
じ
て
、
一
説

得
能
わ
を
不
問
委
寸
べ
き
で
あ
る
じ
ひ
い
て
片
山
、
法
判
外
紛
争
解
決
に
明
守
ず
る
法
律
家
は
、

A
U
R
に
汁
FJ
る
l
分
な
理
解
士
も
つ
べ

社」て一め）念ゎ

A
D
担
が
f

拭
刊
と
と
の
よ
う
に
H
凡
な
る

m
N
Y判
絡
に
知
う
J

L

い
ム
な
け
れ
ば
と
ら
と
い

r

ま
た

原
則
に
対
す
る
梓
門
学
が
必

申
久
で
？
の
司
令

A
D
H
山
中
迄
ιlrr州
に
紛
争
ど
純
一
決
す
る
も
の
で
は
な
い
、
」
と
を
坪
慨
す
る
必
安
が
お
る

F

原
町
叫
に
立
川
や
つ
い
て
い
な
い
詑

九日立にィつける決沖宗日役手

氾
け
は
成
功
し
た
い

当
事
ゎ
告
が
ど
ん
h
u
i
張

H

常
刊
い
に
、
当
該
八
ん
討
に
い
刈
「
る
山
J

門
知
識
と
共
に
段
、
い
川
県
に
悶
し
て
も
昨
日
識
と
あ
り

を
し
て
も
こ
れ
を
氏
周
的
に
説
旧
押
し
な
け
れ
ば
な
ら
は
い
い

トーl

＼
わ

R
に
悶
つ
す
る
法
律
家
の
設
ぷ

ア

A
D
H
守
門
弦
の
長
定
機
関

暁
臼
の
作
パ
γ救

h
川
内
f

は
A
D
R
の
た
め
の
設
内
け
は
柏
市
ど
一
れ
わ
れ
て
い
な
い

ζγ
え
る
。
可
法
制
作
院
で
選
択
科
円
一

H
fの
A
わ

R

世
辞
川
怖
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
口
ー
ピ
ー
ご
っ
、
貿
易
学
科
」
十
戸
よ
戸
陀
品
川
事
河
北
拭
等
心
一
前
坐
を
明
日
y
し、

Ei際
的
中
gy分
予
に
対
処
亡
者
る
よ
う

: f＂人法学； S9、＂z河）4ス3CZiiiJP. ' l 



料

二
し
と
い
る
の
が
実
析
で
あ
る

v

〈

r
4か
ら
始
ま
る
日

1
7ハヲ

l
ル
で
は
、
裁
判
外
紛
争
解
決
科
け
が
ら
必
修
れ
ば
と
し
て
J
子
守
が
士
、
予

む
き
る
、
ぞ
つ
に
救
科
説
住
吉
設
け
る
必
Htvmずある戸

A
D
R
に
対
「
る
教
育
は
、
弁
護
十
一
の
友
義
救
育
と
し

に
効
疑
的
で
あ

ノヘ
j与す

る
乙
法
苗
H
U

）
な
っ
た
後
に
色
、

A
D
H
r
悶
す
る
五
務
的
な
い
技
術
中
。
交
渉
～
t
h与
の
阿
ω
〈
ん
の
た
め
の
救
軒
説
行
ζ

百
川
教
官
謀
つ
h
J
T
計一議

士
会
又
は
A
わ

R
機
関
ど
運
ー
す
る
、
」
と
4
一
考
慮
す
べ
き
と
お
り
、

び
い
て
は
口
一
人
ク
ル
や
同
村
教
げ
機
関
で
所
だ
の
教
育
を
版

修
L
な
か
っ
た
法
作
家
は
誠
借
入
や
が
ー
裁
人
／
了
て
活
動
と
き
仕
い
よ
う
に

T
Q必
要
が
あ
る

ノイ

A
D
H
一
ハ
河
野
別
の
専
刊
家
京
一
一
氏

作
杭
汁
れ
紛
争
解
決
手
続
JY
交
yb、
読
停
、
柿
川
政
に
分
け
て
、
交
渉
人
、
読
将
人
一
及
び
沖
殺
人
を
妥
成
ず
る
ブ
口
ゲ
ラ
ー
を
別
に
運
営

す
る
必
山
々
一
が
あ
る
t

仲
H

品
人
の
発
成
は
、
大
韓
凶
雫
仲
町
献
花
で
組
中
1
下
ワ
バ
る
mN
、
調
停
人

の
義
成
の
た
灼

一、l〉

J
J

内、、

；
！
、
じ
↑

～f
t
、

ノ

F

円

l
ス
ク
ー
ル
や
そ
の
自
の
七
J

門
機
関
で
h

一
の
分
野
心
当
門
家
長
成
機
坊
を
設
置
す
J
7
匂
必
裂
が
弘
司
令
と
掠
わ
、
れ
る
ぐ

A
O
R
手
続
の
代
珂
人
と
、

J

て
の
役
割

A
D
H
J絞
の
代
町
人
と
し
C
の
地
沖

A
D
R
子
絞
に
お
け
る
代
円
一
人
と
は
、
中
f
事
者
に
代
わ
三
、

又
は
中
f
事
者
中
〈
補
助
し
て
A
D
H
T絞
に
お
け
る
中
」
事
者
の
権
利

利
誌
を
代
一
パ
ず
る
主
ー
一
、
指
F

各
分
野
ピ
分
け
て
、

yW決
代
封
入
、
調
竹
代
用
人
、
父
訪
日
代
世
人
が
あ
り
得
る

仔
〈
沙
代
攻
人
乙
し
て
の
役
試

告
、
作
家
は
、

交
法
什
川
河
人
と
L
こ
の
交
渉
戦
略
の
隙
J

、
当
事
社
と
の
役
割
分
相
ζ

受
仁
川
川
江
代
小
粧
を
準
備
し
な
け
れ
ば
k
Jな
い

交
渉
ハ
片
山
珂
人
は
、
持
手
を
尊
重
一
G
J

る
ネ
ノ
勢
を
し
み
二
｛
、
、
れ
埋
へ
向
の
対
話
を
行
い
、
恒
子
、
万
の
町
山
辺
人
と
作
手
万
中
一
泊
悦
J
J
4
A

強
〈
説
布
十
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る
役
割
を
恒
ψ
I
す
べ
き
で
あ
る

v

に二l

訓
停
代
剛
山
人
こ
し
て
の
役
割

品
佐
代
述
人
で
あ
る
法
律
家
は
、
六
ん
捗
代
閣
内
人
、
二
組
似
1

〆
た
刊
Lr
あ
る
が
、
羽
川
口
作
人
を

J

臥
提
と
し
て
い
る
白
で
ト
人
き
な
ぷ
早
ハ
が
ふ
め
る
つ

川
川
川
己
目
J

7

一い
h
M
J
γ
に
や
ホ

F
i
l
ミ
ー
；
；

は
異
仕
っ
て
、

υ

事
有
ぃ
川
、
一
ト
ー
学
的
仕
役
割
を
N
F
い
、
調
停
代
述
人
は
こ
れ
に
刈
ず
る
鴻
助
的
役
対
vT務
め

る
に
す
ぎ
な
つ
ひ
い
て
は
凶
停
代
立
人
は
、
当
宇
清
和
γ
苅
い
停
人
と
対
話
か
す
る
附
に
、
法
的
は
桜
拠
」
／
f
～此

hrJる
役
割
を
す
る
。
認

持
人
、
が
ぷ
停
案
モ
ニ
叫
一
－
小
↓
r
J
司令

ζ

、
副
作
代
攻
人
は
、
こ
れ
に
対
ず
る
一
社
慨
を
L
、
当
事
者
む
一
れ
を
受
び
4
0
J

る
か
ど
う
か
の
判
断
J
U

工
手

伝
一
つ
乙
ま
h
J

、
弔
問
山
い
「
ぷ
ニ
の
訓
ト
叫
ん
、
半
文
が
執
行
可
能
か

2

む
か
乞
検
汁
し
、
執
行
司
能
な
訓
停
に
な
る
よ
う
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

山l

仲
裁
代
理
人
1

ぐ
し
て
の
役
割

九日立にィつける決沖宗日役手

仲
裁
代
忠
人
心
役
割
付
、
わ
U

し
ろ
訴
訟
代
川
人
と
f

叫
似
し
て
い
る

P

訴
訟
代
川
町
人
よ
り
も
じ
環
ヘ
パ
論
と
長
咋
雰
回
二
よ
り
上
手
に
い
円

処
し
と
け
れ
ば
な
ら
な
い
代
仲
裁
了
統
選
行
牛
に
も
利
叩
肝
心
川
舵
作
い
が
為
る
の
で
、
相
］
七
寸

J

又
は
Z

の
代
珂
人
2
う
ま
く
交
捗
で
き
し
心

父沙～ドト
h
h
h
v
出向、
λ

る
必
安
が
あ
る
－
和
解
を
し
た
方
が
よ
い
事
件
で
は
、
市
古
市
守
山
内
い
や
一
説
得
す
る
防
力
主
、
ま
た
必
要
で
あ
る

ν

仲
裁
人

の
J

い
に
は
、
非
法
律
家
、
む
含
ま
れ
る
の
で
、
的
潔
で
あ
り
な
が
ら
核
心
ど
た
く
最
終
弁
論
が
で
き
な
け
れ
ば
な
り
な
い
c

: f＂人法学； S9、2三 l) 4泊三liilP.7) 



料

四

A
O
R主
字
北
山
口
ζ
し
て
の
役
割

ノヘ
j与す

A
D
H
y
主
立
の
地
れ
い

A
D
R手
続
幻
逆
行
を
件
設4
3

）、

A
D
H
が
円
山
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
寸
る
者
で
あ
る
υ

昨J
法
人
、
調
竹
人
が
該
引

J
Fる」

仲
裁
人

r
L
て
心
役
割

中
i
h
火
＼
主

J

1

3

J

1
ぜ

担
の
及
川
告
で
あ
る
こ
い
、
え
る
u

特
に
、
一
沖
政
は
別
ち
件
法
人
ゴ
九
誌
で
み
る
t

ζ

い
う
法
誌
の
よ
う
に
、
法
令
ふ

り
U
H

山
い
九
夜
間
旦
を
も
っ
て
で
ム
引
き
十
一
進
行
し
、
仲
法
判
定
｝
て
下
す
一
一
と
が
で
き
る
η

仲
法
人
（
り
礼
伎
を
基
準
に
中
独
仲
円
以
人
と
徒
数
仲
裁
人

に
品
川
ひ
じ
る
こ
J
が
で
も
む
、
ユ
」

へ
で
裁
判
刊
の
山
口
担
r
q
一色
H

わ
守
灯
、
れ
ば
は
ら
は
い
唱
の
で
、
干
の
古
円

い
苧
独
仲
故
人
は

ド↑
l
f亙
い
わ
し
た
が
う
こ
、
仲
誌
の
土
日
記
p
三
位
切
に
活
用
仁
、
と
の
仏
円
パ
Ntjhpr
減
ら
ず
、
必
安
が
あ
る
わ

後
続
仲
裁
人
心
中
に
は
、
議
長
仲
裁
人
ー
と
関
山
仲
故
人
が
お
り
、

議
長
仲
裁
人
の
役
割
は
h
L
M
に
前
裂
で
叫
の
る
つ
日
高
仲
裁
人
は
、

戸
ほ
え
沖
裁
人
の
子
絞
き
進
行
を
愉
件
し
、
議
一
一
一
八
日
仰
双
人
に
が
足
な
専
門
知
識
と
怖
だ
し
、

J
U
K
上
、
実
体
上
、
当
該
仲
蕊
川
円
｛
止
が
い
山
口

に
ド
さ
れ
る
よ
う
、
努
力
す
べ
き
で
あ
る
υ

トーl

訓
停
人
：

J

て
の
役
割

ア

法
院
調
停
に
お
付
る
役
執

法
院
で
の
認
や
に
お
い
て
、
品
付
人
は
判
事
の
持
肋
有
乙
い
え
る
法
仲
↓
主
で
あ
る
調
停
人

E
あ
る
i
J
L
T
O
、
法
的
な
問
1
H
時
は
判
主

が
川
口
述
で
き
る
の
で
、
非
法
－
F
的
日
前
停
の
一
寺
門
家
と
じ
て
叫
ぶ
を
州
幼
し
な
け
れ
ば
は
ら
白
い

U

l以人法ナお i.2212.、τ折 、zor〕＂・ n 



イ

出
院
外
の
淵
停
に
お
け
る
役
制

法
院
外
一
調
刊
に
お
い
て
、
法
律
家
で
あ
る
一
調
停
人
目
、
決
律
毘

d

門
家
は
ひ
非
法
律
専
門
家
の
役
割
を
＃
ね
て
い
る
一

仲
裁
人
の
役
割

で
み
た
一
で
、
欠
陥
伝
調
停
人
と
波
数
一
調
停
人
の
人
と
い
て
の
役
割
に
左
げ
脅
か
あ
ゐ
こ
と
に
、
け
念
、
三
被
数
調
停
人
の
山
知
ム
円
、
非
法

日
作
山
村
守
判
十
一
不
で
ふ
め
る
仙
の
調
停
人
二
楠
τ
日川
M
C
L

関
係
を
維
山
行
1
1
適
切
な
調
停
案
、
町
民
一
d
さ
き
る

o
h
つ
に
す
ρ

き
で
あ
る
」

五

国
際
的

A
P
R
に
お
け
ノ
る
役
割

川
」
際
紛
争
心

A
D
R
戸
円
よ
る
解
決

ヨ
際
紛
争
を
裁
判
で
飾
決
す
る
場
合
、
当
除
法
判
管
持
政
、
ぴ
準
拠
法
決
に
の
坪
f
A
Z

に
よ
旬
、
裁
判
品
叫
ん
や
作
拠
法
が
決
定
さ
れ
る
し
〈
し

て
も
、
中
I
卒
者
の
一
万
に
門
外
出
正
は
外
出
法
に
な
る
と
め
、
訴
一
～

J

地
A

泣
／
什
の
川
ザ
半
性
か
欠
け
る
し
、

判
決
が
下
さ
れ
る
と
し
て
も
外

臼
判
決
の
よ
ヂ
オ

A
D
R（山
JKω
ム

古
語
、
汗
制
加
ャ
出

い

1
聞
が
れ
う

L
P
L
 

t
’
 

仲
故
人
、
仲

裁
地
の
り
茂
択
に
お
い
て
、
町
当
事
者
の
ー
リ
場
が
巾
立
川
川
に
じ
勺
λ

吋
仇
さ
れ
る

d

こ
の
よ
う
た
考
対
の
も
と
て
、
国
防
商
事
紛
争
を
併
決
ナ
る

九日立にィつける決沖宗日役手

二
め
に

d
v一
し
七
ょ
う
は

A
D
Rが
「
什
恒
化

5
れ
に
つ

A
D
R制
民
心
代
表
的
以
頒
刑
は
、
仲
裁
と
調
停
だ
あ
る
の
で
、
以
卜
で
は
、
韓
国
の
国
際
商
事
仲
裁
と
国
際
紛
争
の
刈
停
に
悶
し

亡
は
点
、
九
る
こ
L
Y

と」
γ
る
に
国
ぶ
紛
与
の
竹
裁
で
目
、
国
深
作
一
双
の
準
拠
法
、
竹
川
耕
地
、
凶
際
仲
裁
の
代
担
、
外
凶
判
定

に
つ

L
て
検
斗

nJ、
回
以
紛
与
の
訓
刊
で
は
、
凶
際
調
達
紛
告
の
一
調
停
γ
と
貿
易
紛
う
調
停
に
つ
い
て
険
対
十
ゐ
こ
と
に

F
る、

ア

同
際
紛
争
ゐ
心
決

－
一
同
胞
町
J

中
及
の
河
拠
法

仲
裁
台
以
の
冷
拠
法

も
刈
、

Y』

f
y
L／ず
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料

仲
裁
合
意
が
不
行
弁
・
無
効
効
力
喪
失
、
げ
ん
は
履
行
れ
い
市
で
あ
る
こ
と
乞
判
則
す
る
凧
？
に
ま
準
L
y
h
u
る
実
一
玄
k
u
M
、
仲
裁
ム
打
者
内

遇
L
言
、
れ
る
実
質
法
と

v

て
、
概
念
上
、
と
な
長
約
に
適
応
！
さ
れ
る
実
質
法
こ
尺
別
さ
れ
、
問
者
は
必
ず
v
J
1
5

一
致
〕
な
レ
c

竹
裁
合

ノヘ
j与す

立
の
刊
拠
法
に
関
「
る
守
山
者
の
出
mp心
が
あ
る
場
台
に
は
、

そ
の
ん
は
告
に
従

F
J
L
Y
と
な
り
、

CD 
I士
4千

地

ん
は
広
が
な
い
場
合
に
は
、

法
説
、
必
仲
裁
泊
t
j
H
一
説
｛
昨
J
I以
判
川
川
手
伝
地
法
説
J
V
Z円

b
）
、
以
）
法
任
地
国
際
私
法
説
、
④
ι
仲
裁
合
住
地
法
説
、

紛
争
の
刊
し
拠

法
説
せ
に
児
所
が
分
か
れ
る
υ
ι
1
1
裁
台
意
の
地
拠
法
は
、

の
実
体
関
係
に
池
｛
同
附
さ
れ
る
法
乙
は
い
別
さ
れ
、
法
任
地
に
γ
o

っ
て
泊

則
さ
れ
る
法
作
が
呉
な
っ
ず
は
な
ら
ず
、
法
的
概
ん
す
了
、
し
に
の
沖
裁
泊
は
、
恒
久
作
が
あ
る
と
い
う
庁
、
悼
決
適
格
ば
仲
裁
合
意

η
訂

効制
μ

又
は
限
界
の
問
題
ζ

し
と
沖
裁
地
也
法
「
又
は
執
む
一
川
一
比
一
）

ま
々
、

当
金
ア
若
心
持
定
的
意
志
J
u
d

に
よ
る
の
か
h
v
p
I
K

引
斗
で
↓
め
る
什
ぃ
、

そ
の
よ
～
勺
な
場
ん
は
が
多
い
と
い
う
山
J
p
h一
仲
裁
地
法
訴
が
妥
当
で
あ
る
J
E
U
わ
れ
る
c

｛ノ

仲
裁
千
続
の
川
拠
法

冗々

一
手
続
は
ふ
い
辺
地
法
に
よ
る

出
向
し
て
は
、
中
l
宅
再
t
と
ム
川
が
拡
大
さ
れ
て
き

と
の
原
引
が
認
め

「
／、

一
特
国
仲
裁
反
第
一

f

d

条
は
、

こ
の
伐
の
強
行
規
定
に
反
し
な
い
限
り
、
当
事

Z
は
、
仲
裁
手
絞
に
悶
し
て
台
玄
て
き
る
L

と
し
、

ψ
」
事
者
白
山
ど
認
め
て
お
り
、

こ
、
り
可
申
告
白
治
心
以
引
に
は
、
中
f
事
者
が
仰
仰
は
手
続
（
り
準
拠
出
を
陪
泌
す
る
こ
と
も
台
ま
れ
る
し
仁
解

わ
仇

F
る

ν

同久子
h

M

J
明
、
で
、
当
事
者
闘
の
台
意
が
な
い
場
合
に
は
、
竹
裁
判
附
部
が
こ
の
法
の
剥
ハ
ん
に
工
り
、
品
店
切
な
方
ド
ん
で
仲
裁
が
十
一

続
き
を
弘
行
で
き
る
と
九
品
村
武
地
法
池
町
の
ぷ
則
宮
町
、
b
h
v
に
、
ぷ
l

－
い
る
v

佐
裁

T
続
き
に
民
事
訴
訟
法
の
同
公
Y
準
用
で
き
る
か
に
つ
い
て
、
民
事
訴
訟
法
令
一
心
嬬
に
あ
る
ド
イ
ツ
叫
l
叫
に
悶
ず
る
規
心
、

日
本
の
仲
裁
研
究
会
の
一
九
八
九
年
前
ー
裁
法
試
案
第
四
条
L
J
の
胤
心
と
杭
け
裁
バ
ハ
の
手
続
I
千
「
／
て
の
非
完
向
性
H
J
を
筏
拠
に
、
民
事
訴

訟
法
の
規
定
を
準
附
す
る
こ
ζ

刀
山
手
ま
し
い
こ
の
た
僻
お
込
め
る
が
、
叶
裁
は
、

J

の
性
格
に
お
い
て
森
常
と
は
異
な
り
、
ま
た
、

ψ
i
主

l以人法ナお i.2214.、τc18:zonJ. n 



革
円
出
の
い
原
則
が
支
配
し
て
お
り
、
仲
裁
人

心
桜
mw（
げ
引
の
る
11
め、

民
事
訴
訟
法
の
準
田
川
十
認
め
と
は
は
ら
ー
ぷ
い
と
J
J
ノ日

《コ

i'7i 

仲
裁
紛

7
の
刊
持
法

件
設
MW与
の
地
拠
法
と
は
、
仲
裁
の
汁
山
容
と
な
る
紛
告
の
実
体
関
係
に
泊
戸
川
手
れ
Q
I仏
偉
い
を
草
昧
ト
ニ
令
。
同
郊
の
一
吉
ノ
に
、

そ
～
ア
ル

d
r山川

人
名
、
第
一
項
は
、

J
J
7
T
－u
F
ベ乙

5

FVUつ
山
内
ν

ロ
r－
一
行
日
戸
。
℃
nw
ペロ〔
U
Z
白
ヨ

【

C
門ハ
w勺
広

島

E
C
F
Z
R
J〔
U
A
A

－rFV

〆｝し、

hv」
宇
者
r
V
選
択
で
き
る
規
誌
を
特
定
再
家
の

ば
ぽ
く
、
法
川
児
科
説
、

2
r
t
A
一2
2
一

乙
し
、
わ
定
取
引
一
げ
野
の
商
慣
明
円
け
は
や
ず
X
5
3
さ
玉
川
戸
（
詩
人
L

法
一
一
を
扮
hpMm
況
の

佳
作
初
版
釘
と
し
て
指
定
で
一
丹
る
と
ー
で
い
る
し

し
か
し
、

仲
裁
法
第
ザ
u
条
為
一
前
一
一
は
一
仲
法
判
V

阿
部
は
、
吋
」
辛
苦
が
出
閉
山
し
た
法
に
よ
っ
て
判
む
を
下
さ
な
け
れ
ば
去
ら
な
い
し

幻
｛
心
臼
家
心
丘
、

J

人
は
片
山
れ
系
が
お
む
き
れ
た
場
九
、

紛
争
の
宝
人
件

r

似
に
判
不
が
な
い
限
い
ノ
、

L
L
C
M
出
家
（
山
♂
用
問
印
私
「
い
で
は
な
ノ
＼

透
川
市
JL
芦
る
弘
吉
出
指
定
し
た
も
む
と
t
i
u

伐ドヲ

と
し
て
、
紛
争
に
辺
市
さ
れ
る
基
河
川
と
し
て
一

が
冶
沼
き
れ
る
と
明
不
し
、
そ
の

九日立にィつける決沖宗日役手

ム
院
は
、
当
事
V
告
が
限
定
し
た
特
定
凶
家
の
ふ
再
三
ふ
い
に
な
る
と
し
ー
に
）
し
た
が
っ
↑
f

」
、
韓
凶
仲
裁
反
仁
、
中
」
事
者
が

F
M
自
己
E吉
岡
岡
山

31ピ
準
岡
山
規
範
と
ナ
る
こ
と
が
で
き
る
の
－

V
は
疑
問
だ
は
あ
る
が
、

ψ
f事
者
凶

m
w原
則
に
川
町
州
、
り
し
7
、
新
伸
次
U
M
の
滋
定
に
も
同
ら
ず

寸
前
三
あ
る
L
Y

解
釈
し
て
も
問
料
な
い
で
あ
ろ
う
c

山コ
ι事
者
が
紛
宇
の
実
体
関
係
に
池
山
さ
れ
る
法
伊
を
脂
乏
し
な
か
っ
た
ぬ
〈
日
い
問

〕
て
ば
、
f

山
7
Wぷ
地
凶
際
恥
法
説
必
仙
い
州
地
同
十
一
対
滑
一
拠
渋
川
の
国
際
私
作
一
一
説
③
竹
法
人
間
際
私
法
説
与
の
抵
触
荒
川
蛇
の
付
介
を
わ
い
川
十

亡
実
質
法
？
？
心
い
め
る
込
山
所
一
④
一
以
南
浅
間
連
出
法
一
抗

件
法
人
選
J
h附
法
一
制
等
、
必
枝
川
品
川
判
心
計
ヘ
バ
な
し
さ
吉
宗
実
質
よ
山
vT
決
め

る
見
舗
が
対
J

り
す
る
。
韓
国
佐
川
J
L
以
庁
、
は
、
厳
密
投
関
連
同
庁
、
を
採
択
ー
に
」
C

て

1
r
T
t兆
一
一
〕

：
、
ノ

114th
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料

特
凹
の
仲
及
川
仙
の
J
A
L
一
川
改
号
、
仲
裁
地
は
、
事
実
ト
の
概
八
子
ζ

い
つ
よ
り
は
、
法
的
、
擬
制
的

ょ
た
悦
ム
？
九
ど
め
る
の

亡
、
「
仲
裁
川
市
と
は
、
仲
裁
の
法
的
場
所
と
、
ェ
ー
＼
？
？
て
花
村
裁

7
u
mが
准
行
さ
れ
、
竹
丸
判
附
が
下
さ
れ
た
同
家
又
は
そ
の
凹
本
の
い
恨

ノヘ
j与す

？
一
を
お
す

L
Y

い
う
｛
7
7青
山
規
定
J

主
立
く
べ
き
で
あ
る
、
と
の
意
見
が
あ
っ
た
が
、
仲
ぷ
地
に
関
す
る
実
体
的
な
概
ん
二
一
ん
設
が
様
、
ぱ
く
、
学

説
ト
の
論
議
7
G
多
い
の
ど
、
定
義
川
崎
字
会
ぶ
葺
く
の
は
む
L
ろ
混
乱
を
布
引
く
ん
ふ
均
r
v
y
h
Q
た
め
、
だ
認
知
に
を
山
明
か
な
か
〉
ん

τ

の
機
殺
の
帝
京
J
M
円
に
昭
っ
し
て
、
い
何
品
一
泊
に
悶
「
る
キ
持
一
札
｛
也
は
皆
：
べ
き
ご
あ
る
ー
ニ
刊
心
わ
れ
る

3

一女

3
寸中山氏ヘけ

J

下
lv
沼

r
f
j
l
j
c
f
j
 

当
事
者
は
、
ぽ
附
沖
設
に
お
い
て
も
仲
裁
規
則
に
よ
る
千
討
の
代
立
を
打
一
疋
！
、
又
は
桔
主
で
あ
る
こ
認
め
ら
れ
（

ο者
に
行
わ
ヤ
る

こ
と
が
で
き

7

号
ー
か
し
、
仲
故
川
断
叫
が
代
町
人
全
仙
川
長

I
続
の
代
貯
に
不
治
当
で
あ
ξ
と
判
断
す
る
場
合
、
同
作
、
問
入
乞

rmγ
台、
72

る
こ
と
が
で
主
る

4
）
外
凶
判
V

刊
の
あ
事
認
・
決
／
れ

"' 

一コ

1
ヲ

l
ク
条
約
が
透
明
叶
ち
れ
る
外
国
付
拭
判
断
の
挙
一
斗
十
九
判
’
打

へ
十
回
改
川
一
心
韓
国
川
刊
誌
訟
に
は
、

外
凶
仲
及
川
円
山
間
の
承
認
及
び
執
行
山
悶
し
て
明
I
J

へ
の
見
定
が
な
く
、
外
凶
仲
裁
川
円
以
引
に
凶
h
H治

川
市
て
き
る
の
か
の
疑
問
が
あ
り

別
主
化
が
民
求
さ
れ
た
い
こ
わ
い
三
と
り

少、
k
韓
国
仲
裁
寸
い
は

ニム

i
ヨ
i
ク
条
約
の
流
用
ど
没

日
る
外
岡
仲
裁
判
断
の
忌
認
・
川
刊
行
は
同
条
約
が
池
山
“
さ
れ
る
と
し
土
、
で

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
の
内
容
を
み
完
正
ル
J
」
ず
、
ミ
れ
を
f

の
ま
ま
う
円
「

γ人
そ
の
忠
司
は
、
コ
ュ
ヨ
ー
ク
名
、
札
刊
の
ょ
っ
九
蛍
法
に
よ
っ

－
公
布
さ
れ
z
f
J

条
約
は
、
国
門
法
2
同
一
絞
り

品
川

h
ケ
ェ
ゼ
ム
ロ
り

ニ
了
ゴ
ク
条
約
は
伐
に
誠
一
f
さ
れ
て
い
る
の
亡
、
新
1

）
く
条
え
に
す
る
m
w
台
、
解
釈
上
、
混
乱
を
括
〈
芯
れ
古
あ

る
か
ら
で
あ
っ
亡
。

i{' 

ニ
コ
っ

i
ク
条
約
の
不
必
一
肘
の
い
札
／
出
沖
政
判
断
の
承
認
e

執／七
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特
凹
仲
裁
伐
の
弐
ヰ
委
只
会
の
へ
一
刷
議
の
過
程
ー
に
お
い
て
、

fj
べ
て
の
－
M
川
凶
州
政
判
断
の
承
誌
と
執
行
H

だ
し
て
一
ム

i
ヨ
ー
ク
条
約

の
5
見
も
あ
っ
た
、
引
＼

同
条
約
と

ヰ
再
出
が
て
一
マ
ヨ
ャ
ク
条
約
九
封
入
し
た
応
、
相
斗
、
哀
を
条
件
と
〆
た
た
め
、

の
抵
触
を
避
け
る
た
め
に
同
条
約
に
貯
人

L
1
7ひ
っ
た
同
友
で
下
さ
れ
た
作
裁
判
断
は
、
外
凹
判
決
r
同
ち
に
扱
い
、
L
T
I
、1ノ
I札
付
叶

f
j
」

d
十

；
し

i
ジ
J
t

／〆

臼
判
決
の
執
行
に
闘
す
ノ
る
民
事
訴
訟
法
等
の
規

同
す
る
よ
う
に
し
た
。
し
か
し
、
外
臼
仲
裁
判
附
y
し
外
出
判
決
は
、
同
家
公
棒

々
の
介
入
及
び
当
事
有
の
合
意
合
γハ

r一
欠
な
v
M抗
こ
f
u
v
h
v
h円
か
の
ヴ
ミ
質
的
な
ど
異
が
あ
る
の
で
、
外
国
件
1
叫
判
断
の
7

小
説
・

を
れ

2
1決
η
承
認
‘
秋
行
と
バ
一
に
扱
「
い
一
、
ぐ
は
で
き
立
い
u

外
μー
斗
決
心
効
力
に
効
ず
る
規
定
を
い
件
当
沖
政
判
断
に
瀬
中
川
ず
る
こ

／
）
に
お
い
て
は
、
海
絵
な
解
釈
！
の
変
形
引
必
一
u
k
ζ

は
る
の
で
、
t
弘
行
案
心

y、
一
げ
だ
け
を
J
J
る
に
、
準
用
の
範
出
日
ら
雌
れ
た
も
の
と

与
え
ら
れ
る
。
立
法
論
と
し
て
は
、
川
悦
在
ブ
↓
ソ
ジ
ル

1
f
L
守山

l
h

し－

1
L
I

韓
F
1
1
し
志
際
取
引
乃
一
軒

I
U五
に
な
る
よ
う
な
当
家
は
す
べ

て
加
入
品
に
は
っ
て
い
る
こ
と
に
照
ら
し
て
、
判
断
が
二
」

l
ヨ
l
ク
条
約
の
締
ギ
苫
で
た
る
か
非
締
約
置
で
あ
る
か
の
ぼ
別
は
く

一一
J

！
日
！
ク
条
約
を
巡
吊
す
る
の
が
望
ま
し
い
と
応
わ
れ
る
い

一
ι
l
ヨ
ー
ク
タ
士
約
は

試
行
国
三
一
再
l
以
外
で
い
i

ざ
し
れ
一
千
仲
は
刊
針
と
河
y
h
u
同
が
内
国
判
断
と
し
て
刊
誌
め
な
い

庇
知
む
よ
う
L

九日立にィつける決沖宗日役手

沖
双
判
断
の
承
認
執
行
川
連
川
刑
さ
れ
る
の
で

戸
一
同
条
約
あ
粂
第
一
項
）
、
幹
回
仲
裁
民
ト
、
特
国
ご
卜
さ
れ
た
仲
裁
判
断
で
あ
る

し｝しずに、〉ハ円、

仲
裁
F
殺
の
準
拠
zは
が
外
凶
rμ
で
あ
る
仲
裁
判
断
又
は
紛
予
か
韓
同
と
畢
…
悶
係
ん
司
法
料
的
民
素
だ
け
ノ
J
Y
持
っ
て
い
ゐ
場
介

二コ

i
マ？
t

J

／
条
約
な
過
い
閉
で
き
る
の
が
問
隠
と
な
る
じ
こ
の
ム
に
悶
）
て
、

こ中
J

ふ、
J

ド

E
M
u－

Lη
卦
J

刈

サ

ゴ

ヂ

！

h
r
L

y
y
b
f

心ノ
l
J
l
雪
半
削
υ
！と
J

一
7
ヨ
ー
ク
条
約

の
官
四
日
！
を
肯
定
、
え
そ
の
判
断
の
執
行
を
求
め
る
w

日
当
者
は
、
韓
問
料
品
州
法
第
一
八
条
に
従
い
内
固
い
法
判
断
こ

J
J
L
、
止
は
、

二
f

i

1

ケ
条
約
に
従
い
れ
パ
同
件
渋
川
口
町
／
了
て
選
択
的
に
そ
の
執
prJr求
め
る
ご
／
コ
小
で
き
る
と
見
る
え
鮮
が
あ
る
が
、
幹
M
H
付

設
告
、
が

Ff

に
い
る
以
l
、
て
の
も
で
フ
白
川
岬
釈
は
示
日
4
4
i
J
f

沖
裁
法
第
一
ム
八
条
に
ハ
札
一
っ
て
執
行
さ
れ
る
と
み
る
九
き
で
為
る
u

ま
止
、
斡
崖
件
決
法
第
工
ハ
条
約
頃
が
規
定
す
る
沖
裁
yd断
取
れ

: f＂人法学； S9、＂zゴ14,1 :zn;1p. n 



料

又
は
執
行
作
T

小川市
U
院
は

一ェ

l
ヨ
i
ヶ
条
約
上
の
執
行
犯
γ

引
門
事
皆
吉
凶
内
、
仏
化
し
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
内
凶
仲
裁
川
円
以
m
L／
外
凶
仲

裁
判
断
古
川
川
別
ず
る
五
バ
い
も
さ
れ
ほ
正
大
き
く
な
い
tH
一
山
し
？
？
ち
第
一
一
一
八
条
に
従
っ
て
執
行
さ
れ
る
べ
舎
で
あ
る

t
い
え
る
つ

ノヘ
j与す

同
際
紛
争
の
調
作

（

1
一
同
際
司
法
紛
？
の
J
A
停
・
同
際
収
、
約
に
同
十
J
Q
b問
J
4
4

の
議
停
f
d
員
長

,,,, 

同
胞
片
山
川
大
約
紛
予
の
品
停
委
員
会

μ
日
刊
一
よ
り

直
家
が
当
字
者
C
あ
る
い
川
人
口
約
に
川
ヨ
リ

J

る
法
律
l

は
、
戸
際
人
札
に
弘
一
合
政
旬
以
J
1
N
I
約
一
民
血
相
ゲ
、
当
該
中
央
官

υ
の
長
え
は

契
約
氾
不
公
務
ヨ
の
窓
際
入
札
t

℃
す
匂
政
府
罰
J
L
契
約
の
範
出
、

入
札
参
加
r時代治、

入
札
公
1
口
及
川
M
1

治
札
お
の
決
定
時
J

に日対中率一
u

る
行

誌
に
よ
り
不
利
、
叫
ん
と
被
コ
た
者
は
、
去
の
行
為
の
取
治
、

又
は
是
正
む
た
め
の
異
議
印
講
b
で一
JJ、
ψ
1
議
巾
点
八
ヴ
庁
の
民
の
異
議
州
市
清

に
対
1J
司
令
元
疋
な
ど
の
引
い
民
に
対
し
L

仲
人
議
の
為
る
持
は
、

一
出
際
交
約
紛
争
京
停
委
員
会
に
ぷ
吟
む
た
め
の
再
審
一
乞
請
求
で
舎
る
よ
う

に
し
こ
い
る
f

同
店
第
一
八
条
）
一

存
者
請
求
を
事
宵
・
調
整
す
る
す
に
め
に
財
政
将
司
川
府
に
間
際
忍

J

約
紛
争
品
停
委
長
会
ピ
設
前
ず
る

こ
と
に
は
J
J
い
る
へ
同
誌
第

九
条

J

W
T
ハリ政
R

比
調
送
協
定
て
は
、
引
け
定
調
達
に
閑
一
起
し
て
、
こ
の
協
定
の
達
炊
事
日
間
服
と
さ
れ
る
場
台
心
当
事
事
の
異
議
中

υ
千
絞
内

つ
い
て
川
崎
f

記
し
て
い
る

一
同
協
定
第

））
h

勾牛車）に

「

2
）
貿
易
紛

7
調
作
委
一
日
以

貿
易
総
予
調
停
一
宮
い
れ
ム
山

持
臼
の
対
外
貿
易
は
、
A

吋
臼
祈
識
経
ん
阿
部
長
JH
が
貿
易
取
引
肴
閣
の
紫
易
紛
勺
J

の
氾
述
仕

W
4い
の
た
め
に
紛
予
を
調
停
に
γ

ロ
り
市
伏

ー
に
、
紛
勺
わ
解
決
の
た
め
一
の
や
裁
契
約
の
稲
桁
を
勧
乙
で
き
る
ζ

規

て
い
る

へ
河
法
第
州
一
条
六
百
（
）
」
韓
国
の
在
外
公
郊
の
長

が
、
交
お
い
郁
子

7

氏
の
貿
易
取
引
者
又
は
貿
易
帆
制
下
解
日
開
料
開
岬
の
長
か
ら
貿
易
紛
j

引
の
中
告
を
交
日
小
人
か
、
又
は
業
取
引
遂
行
ト
、
こ
れ
か
｝
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知
つ
に
場
ム
円
二
円
在
ち
に
そ
の
市
中
山
了
ん
を
知
説
経
済
部
三
官
に
通
知
し
、
ふ
り
場
合
、
知
識
が
済
山
内
訳
JEは、
η
J

」
の
紛
争
、
り
爪
一
速
な
解

ふ

u
h

の
た
2

だ
い
必
V

主
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
、
調
停
又
は
あ
コ
か
ん

JFり
つ
こ
こ
が
で
ぎ
る

（
同
法
約
九
一
託
行
二
川
ハ
）

U

知
識
が
l
λ
M
J科
寸
（
門
は
、
同
法
治
川
条
川
何
回
一
刻
、
及
び
お
凶
粂
符
↓
項
の
規
定
に
上
り
、
パ
h
H
M
却
円
以
引
戸
問
、
又
は
輪
出
リ
ヂ
い
と
始
仏
間

ポ
の
政
当
隊
関
川

J

司
で
託
生
す
る
MW引
を
叩
判
決
す
る
た
め
に
、
山
初
旬
オ
品
山
山
H
？
合
同
一
ヘ
バ
を
情
成
し
、

MW引
を
調
停
さ
せ
る
と
と
九
？
と
き
る

（
同
法
第
九
斗
条
一
周
（
）
口
調
停
－
安
員
会
は
一
万
umuv
誠
ひ
長
門
出
で
構
成
さ
れ
る

判
一
法
第
九
八
条

J.: i 

貿
易
取
引
え
は
船
積
前
。
検
公
に
冴
述

L
f
衿
下
が
公
示
し
に
場
台
に
は

当
主
ア
者
の
方
又
は
双
ヴ
は

リ
叫
一
法
第
四
一
条
信
河
項

又
は
同
氏
μ時
四
久
木
第

－
、
の
規
定
に
ナ
り
、
主
主
同
町
松
～
日
阿
部
氏
｛
E
に
め
予
の
祝
停
を
申
請
「
る
こ
T
r
A
で
き
る

バ
jr中
ι八
条

山明）
c
t可
一
議
粁
治
部
以
さ
は
、

訓
山
仙
川
山
叩
請
を
受
け
た
場
合
に
は
、

七
川
以
内
に
調
吐
卜
d

義
仁
門
会
主
裕
成
し
、

羽包守九一宏九門
FL
ん
訂
偽
成
段
、

と
し
て
一
心
川
以
内
に
訴
山
一
次
士
住
成
し
、
叶
I
宇
者
に
悦
不
し
ん
は
け
れ
は
以
ら
な
い

｛
げ
法
第

C
J条一一一泊（）。

ド
界
貿
易
機
構
の
協
定
の
紛
争
尚
一
決
下
十
日
杭
と
の
関
係
に
対
［
づ
も
規
γ

ん
ど
前
い
て
い
る
が
、
こ
の
伝
に
よ
る
陪
稿
、
制
の
検
査
1r
問

速
し
た
紛
争
心
解
決
手
続
は
、
川
い
じ
界
貿
易
機
楕
協
定
ニ
む
紛
争
勝
決
子
続
や
一
妨
害
し
た
い
と
初
一
叫
し
r

い
る
へ
い
川
法
第
一
。
主
人
ホ
ノ
コ

九日立にィつける決沖宗日役手

同
）
一
治
問
一
全
第
一
尽
の
礼
｛
止
に
よ
る
貿
易
取
引
書
に
い
RfJる
剥
存
命
令
に
同
闘
す
る
知
識
が
済
山
内
訳
JE
の
諮
問
に
吃
1

〕
る
た
め
、
知

識
経
溶
郊
に
州
停
命
令
諮
問
委
員
会
を
区
い
一
、
い
る

一
同
法
第
一
コ
ヒ
丸
木
一
一
川
て
知
識
粁
済
邦
訳
｛
口
ば
、
調
停
や
L

ム叩
v

〕
る
場
介
、
令

世
大
の
日
奈
川
相
4μ

刊
を
佼
宝
一
「
る
夜
店
手
の
特
別
1
守
柄
下
川
の
た
い
限
り
、
調
付
を
ム
叩
ど
ゐ
沼
山
・
対
象
・
内
谷
村
1
u
v
c
公
H
U
V
J

念
日
れ
ば
な
ら

な
い
と
ず
ゐ

同
法
第
一
一
U
七
条
一
到
、

訓
悼
の
効
力
に
悶
ず
る
荒
一
む
な
泣
い
て
い
な
い
、

臼
際
的
A
D
H
制
花
に
お
汁
る
法
作
家
心
役
割

.,, 

一
件
際
紛
争
に
間
消
「
る
な
的
日
A
D
H
阪
湾

凶
小
口
川
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料

一l
）

門

h
h
Hロ仲良ロ
nEA自
己
（
，
c百
円
九
ン
同
寸
戸
内
同
山
口
C
ロ

t

引川市山内）
L

せ
つ
に

ツ
フ
ン
ス
の
パ
j
に
石
川
和
を
山
白

C
Cい
る
凹
町
山
由
十
会
議
所
ヘ
］
三
司
王
宮
C
E一行
7
2
5
r
2
C吋
〔

C
ヨヨ

3
z
r

ノヘ
j与す

設
定
さ
れ
去
約
い
裁
法
院
げ
子
同
町
除
以
引
紛
争
を
や
法
に
よ
っ
て
解
決
「
勺
代
表
的
な
A
O
R
機
関
で
あ
る

J

2
一
w
i
p
ο
U
ふ－

A
停
セ
ン
タ
ー

日
際
司
的
問
援
権
限
榔
（
戸
、
ミ
志
向
言
。
｝
］
2
4
F
5ご
f
A
2
2よ）ベ間
2
5ご
3
w
iドハリ）

九
九
阿
午
知
的
川
町
一
斗
J

吋
の
一
フ
イ

セ
／
ス
｛
九
川
』
ベ
7
L
J
I

ぷ北バ」ム
n
J

る
紛
争
z
f
｝合

uue時
事
衿
予
を
芯
訟
一
一
の
上
刀
法
に
k

つ

に
仲
裁
詞
停
七
ン
ゲ

i
を
A
M
J

し、

沖
裁
川
以
μ
ゾ
に
も
ぷ
停
・
簡
易
沖
政
・
ぷ
停
こ
叶
裁
の
混
合
形
能
山
ジ
Tν
ユ
託
手
）
も
共
に
淫
常
じ
て
い
る
。

W
I
P
O
内
政
規
則
は
、

判

v
t対
応
権
の
紛
予
を
宏
一
及
に
お
レ
て

L

ん
ら
、
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
紛
争
の
対
象
古
河
川
釣
材
産
権
紛
争
に
浪
氾
す
る
明
文
胤
ど
は
置

十
い
司
て
レ
な
い
。

（

3
）

t
ゎ

R
rに
よ
る
～
メ
イ
ン
キ
1
ム
の
紛
予
解
決

k

メ
イ
ン
ネ
1
ム
の
紛
争
に
限
速
し
て
、

M
山
際
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ー
ア
Hr

レ
ス
管
四
時
機
構

｛

I
ぐ

A
N
N
）
は
、
ド
メ

f
ン
ネ
1
ム
心

先
リ
に
悶
同
一
「
ず
る
凶
ザ
的
以
紛
争
解
決
機
前
と

F
依
り
叩
…
怖
の
た
め
に
、

w
i
p
ハ
け
の
提
中
文
～

L
L
L
j
t、j

ノ
J
I
－－ノイ／

J

、f
L

／、

迅
速
な
オ
ン
ラ
イ
シ
紛
争
解
決

T
続
ご
あ
る
、
統
一

V
メ
イ
／
マ
ハ
i
l
l
i

ム
pwhF解
決
政
策
（
己
目
吉
岡
田
円
）
O
目白
5
2
μ
目
。
ロ
ω
官
官
同
作

zc一2
5
2
τ
c一
足
可
ぷ
卜
U
D
R
P
と
す
る

た
い
巾
＼
こ
の
、
仇
う
な
U
D
K
P
に
」
り
、

凶
つ
の
国
際
的
な
ド
メ
イ
ン
ス

i

ム
紛
年
一
一
機
構
で
の
ド
メ
「
シ
永
ム
紛
争
ど
調
停
、
ν
て
い
る
し

U
P
R
P
に

t
Qド〉
1
1
J
不
？
ム
紛
語
解
伏
手
続
の
法
的
仕
性
棋

H

は
や
裁
乙
み
る
べ
き
で
あ
る
。
韓
国
の
判
例
の
引
に
＆
、
」
れ

の
J
場
に
リ
一
っ
て
い
る
こ
法
解
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
υ

司
判
決
で
は
、

ド
メ
イ
、
J

ス
ヲ
ム
m
W請
に
問
一
地
1

て、

W
1
P
O前
JH

刊十以

以
い
停
セ
シ
タ
か
し
に
決
J

止
｛
～
対
し
て

一
と
；
了
へ
℃
り
決
定
に
不
ψ
！
な
占
hv
あ
る
と
し
亡
も
、

上

vr弘
元
の
品
川
力
が
一
ぽ
い
と
争
う
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こ
と
は
で
き
た
い
と
判
不
し
と
が
、
口
、
紛
干
の
五
俸
に
治
弔
さ
れ
る
じ
D
H
F
心
情
術
（
り
内
容
に
い
や
し
と
は
し
品
去
の
い
付
象
L
Y

じ
な

ハジヤ｝
C

、Vん
引

JJ
同
際
紛
争
に
悶
「
る
公
的
な
A
D
H
機
関

日
際
紛
争
に
悶
ず
る
公
的
な
A
ゎ
R
険
関
ニ
ー
｝
て
は
、

ハ
ヲ
グ
に
設

E
々
了
引
い
て
い
る
常
設
世
話
品
川
所
へ
ア
〆
3
5
2
3
F
？
と
コ
三

r
ワ
シ
ン
ト
ン
に
一
試
F
さ
れ
て
U

る
投
資
省
内
家
紛
争
解
社
セ
ン
タ
7

（
日
ニ
）
『
C
ベ
ご
コ
ハ
L
1
2吋
戸
内
パ
ニ

表
的
C
4め
る
。

－
恥
」
際
的
な
A
O
R
γ
J
M刊
に
お
け
7

匂
法
作
家
心
役
割

国
際
的
A
ゎ
R
自
門
家
は
、
河
家
間
心
文
化
的
・
制
度
的
江
川
L
n
w
穴
を
認
識
し
、
当
事
者
が
そ
の
よ
う
九
己
主
異
を
思
慨
し
た
後
、
紛
争

ー
ピ
熔
決
で
き
る
よ
う
に
ず
べ
き
で
、
め
る
c

多
く
む
国
除
的
紛
争
は
、

？ 

な
メ今

1~ 

識
的

市：j
l史

的
'" 宗
異

i築

く
）ι 

ふう
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九日立にィつける決沖宗日役手

こ
の
点
に
つ
い
て
問
解
で
き
れ
ば
、
紛
争
僻
決
心
泣
も
悶
げ
る
の
と
あ
る
わ

1 

同
際
仲
裁
子
桜
に
お
山
る
い
一
政
作
家
の
役
割

前
述
の
よ
う
に
、
仙
h

投
入
は

一
一
一
仰
い
の
裁
判
円
で
あ
る
の
で
、
岡
野
町
規
範
と
円
拠
法
に
関
す
る
専
門
知
識
h
d
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
L
c
h
v
裁
代
間
人
の
場
合
、
当
事
者
い
対
、
v

て
国
際
反
転
と
準
拠
法
に
よ
る
迎
E
t
和
泉
主
う
ま
く
説
明
、
ぷ
怖
け
れ
ば
伝
ら
ま
い
c

品
技
人
て
あ
る
法
作
家
は
、
法
律
的
知
一
凶
ピ
け
で
な
く
、
日
際
的
な
名
子
γ
積
れ
二
、
一
に
努
ハ
ペ
L
、
叶
市
手
話
が
信
頼
、
〆
て
紛
争
解
決
を

依
願
で
き
い
る
」
ミ

J

に
す
べ
き
で
あ
る
。

rノ

一
件
際
誌
作
子
紘
に
お
け
る
法
や
家
の
役
ん
よ

古
代



料

回
収
叩
什
州
停
千
日
紅
に
お
い
て
は
、
国
経
荒
川
軌
と
ホ
撚
訟
に
い
叫
す
る
専
門
知
識
よ
り
、
当
事
者
を
四
解
す
る
国
帆
下
戚
l

，
礼
と
説
得
前
方
が
よ

り
J
L

一
安
で
あ
る
と
い
え
る
c

一
口
市
ト
η
i
h山
首
比
一
占
f
f
f
u
齢、

J

、

一
i

a

｛

i
J
l
ι

；

J
J

一
頭
で
有
寸
六
に
ん
け
目
的
公
解
決
へ
と
誘
一
一
十
ゐ
役
割
が
期
待
さ
れ
る
c

ノヘ
j与す

こに

サ
イ
バ
ー

A
D
R
の
搾
備

日
際
MW与
の

A
O
R
で
は
、
今
後
寸
ン
一
ア
イ
〆
で

d
一
行
さ
れ
る
事
件
の
比
一
息
も
地
え
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
戸
、
れ
は
、
一
司
当
事
者

r
付

裁
人
や
議
停
人
が
h

異
な
る
臼
家
に
所
在

L

一
か
所
に
集
ま
っ
て

A
り
R
T
M川
を
進
J
J
U

ず
る
、
」
こ
に
ち
一
く
の
時
河
／
エ
皆
川
が
袋
さ
れ

る

方

、

サ

イ

パ

屯

D
R
は
、
そ
の
よ
弓
な
不
便
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
サ
イ
バ
ー

A
D
R
O
代
表
的
な
例
が
、
前
述
し
た
ド
メ

f

／

払
1
1
1
3

－

明周川仏中↓
rJ
司令

U
D
R
r
r
よ
る
紛
h
p
M
肝
」
何
千
ぷ
で
占
め
る
ハ

A
U
R
h
l門
家
は
、
、
｝
心
一
て
つ
な
サ
イ
ベ

i
A
D
R
を
泊
切

に
行
使
で
き
7

匂
ー
守
門
的
な
能
h
M
J
1
叩
え
る
べ
き
で
忘
る

η

~ 

" 
A
P
R
執
度
む
整
備
に
お
け
る
役
川
市

A
D
H
 

へ
む
参
加

』Y

A
D
U
A
L
A十巴
υ
出
の
制
定
過
符
へ
の
思
加

太
平
京
、
ふ

i
i
’Z
J
l弓

ミ
）
主
、

j
r
i

A

F

i

－－

vt
〆レ
d
z
u川
川
小
！

い
允
制
度
的
埜
持
の
た
め
、
ー
υ
法
、
行
政

（
urペ
ー
の
機
関
に

A
D
R
の
4j重
土
利

い
い
の
促
涼
の
た
め
、
努
力
「
る
義
務
を
品
目
（
い
、

A
D
R
の
引
い
m促
泌
を
川
町
一
d
引
す
る
機
関
f
〆之江

υ十
二
l

－休明
4
的
な
立
法
に
朱
夕
刊
川
、
ど
ゆ
け
れ

f
h
h
r
コら
d
m
J
し

lr
／

A

7

1

 

イ

件
裁
制
度
の
μ

以
L

帯
円
げ
十
仏
へ
の
ヰ
寄
与
川

崎
臼
は

U
N
臼
際
取
引
法
f£
員
会
（
U
N
C－
－

H
A
1〆

の
国
際
世
裁
モ
デ
ル
作
を
受
け
入
れ
、
日
仲
裁
t
j
H
を

L
L
L
 

i
ノ

7
1
2
f

全
面
的
に
改
r
t
し
1
1
）
干
し
、
沖
裁
判
紅
白
執
行
に
巧
反
＃
論
を
は
紅
た
ふ
ト
い
り
町
一
り
判
、
必
を
巾
凡
打
に
す
る
こ
と
で
、
叫
リ
裁
刑
判
定
の
対
m
J
V
F｝
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せ
て
い
る
わ
ま
た
、

5

出
択
的
Lfv
仲
州
は
ん
U
Lふ
に
悶
す
る
伝
院
の
旬
伎
な
解
釈
に
工
り
勺
市
中
主
告
の
仲
及
選
択
附
慨
を
制
約
し
て

い
る
と
い

4
4吋
怖
が
あ
る
の
で
、

L
U
R
L
従
一
一
「
ず
る
法
律
家
は
、
こ
の
、
古
ノ
な
現
行
仰
い
試
制
度
の
問
町
田
ム
一

U
Jパ
芳
ャ
る
た
め
の

v法

活
動
に
稔
一
極
的
に
参
町
、

J

な
円
れ
ば
な
ら
な
し
い
し

i、r

品
停
基
4
1
J日
の
制
之

現
丘
、
韓
M
H
に
は
、
前
述
の
泊
り
わ
政
機
関
心

i
に
多
殺
の
品
作
人
安
門
出
会
が
構
成
さ
れ
て
U

る
り
と
、
調
停
安
回
目
円
の
資
格
、
謙
作
手

説
、
副
い
停
心
効
力
等
が
多
岐
に
わ
た
ゥ
て
お
り
、
重
視
し
℃
い
る
の
で
、
認
作
に
議

γ
る
館
別
μ

法
を
統
合

γ
る、

γわ
ふ
る
河
川
作
υrt

木
法
の

M
Iト
f

必
誌
で
d
ぬ
れ
J

、
A
D
H
寺
門
の
t
抗
告
「
忍
は
、

心
制
定
に
恥
刀
力
ず
べ
き
で
あ
る

A
D
H
関
連
の
機
川
市
笠
沼

ιお
け
る
法
伴
家
の
勺
ー
割

ノ

判
別
機
構
の
創
設

お
F

仏
、
韓
国
で
は
、
太
刊
押
ι庁
十
字
仲
ふ
院
、
川
M

品
川
、
と
昨
日
一
心
地
情
仰
向
仲
裁
機
掃
で
み
ハ
ド
ノ
、
γ

F

t

ホ
ァ
ク
仲
放
r

旨
一
日
目
。

η
h
f
T
5
5ロ
ノ
は

九日立にィつける決沖宗日役手

払
川
と
活
川
市
宍
、
れ
て
い
な
い
ー
に
め
、
各
専
門
分
針
別
に
仲
裁
終
…
舶
の
ぷ
iv
ど
検
一
引
す
る
時
刻
て
あ
る
と
思
わ
れ
る

エ
ン
タ
ー

例
え
ば
、

ア

f
ン
メ
／
ト
紛
手
、

s
r
W
悶
連
紛
争
、
保
険
、
止
券
関
連
日
一
紛
争
等
か
険
可
－

uι
引
象
と
ん
司
る
で
ふ
ろ
う
。

そ
の
他
の

A
D
R
機
構
整
備

ま
ず
、

A
U
R
機
机
怖
の

A
D
R
反
則
を
鞍
筒
、
v
、
A
D
R事
務
付
を
牲
慨
し
、
日
早
門
的
な
人
材
士
一
ぃ
中
務
M
J
h
州
此
笠
十
一
、
き
で
あ
る
c

ま

A
D
H
に
岡
山
培
、
て
、
六
人
沙
機
関
投
び
制
改
の
笠
備
に
も
け
凶
作
み
で
訂
ん
y
h
J
ず
J

る
お
ハ
刀
パ
ト
l
v

多
い
。
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料

A
D
H
専
門
家
完
成
へ
の
参
加

A
U
R
孜
台
機
関
J
V」投
J
一
し
、
モ
の
救
有
機
関
E
A
D
R
I
R－
門
家
十
一
敦
ん
げ
で
き
る
A
D
R
教
育
υ
h
u
r
長
成

J

、
ー
の
教
育
者

ま
ず
、

に
A
D
R
十一ザギ小

ζ
A
D
R
代
淵
何
人
主
育
成
さ
せ
、
ひ
い
て
は
井
法
作
家
に
斗
す
る
A
D
R
数
台
と
〉
J
U
に
法
曹
に
対
ト
2
0
A
O
H
救

ノヘ
j与す

ム
は
ま
で
も
い
己
、
き
4
Z
Q
h

了
ニ
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

七

コム
＂刊

示占

紛
争
間
決
心
千
設
と
し
と
の
へ
P
R
の
主
民
性
を
派
く
認
識
し
、

川
一
一
ト
の
よ

h

つ
に
、
同
日
報
化
・
専
門
化
令
ゲ
ロ
パ
ル
化
が
進
ノ
仁
」
9
る
に
A
U
R
の
卓
出
火
社
は
よ
り
大
き
く
な
コ
て
く
る

U

A
D
H
に
認
す
る
手
続
釣

L

丈
体
的
な
内
側
丙
の
♂
門
家

ι
な
る
べ

と
ハ
ら
Y
3

グ
ロ
ー
バ
ル
な
観
点
か
ら
は

き
で
あ
る
し
ひ
い
ご
ぽ
、
紛
争
心
友
好
的
・
究
｝
地
的
な
解
渋
の
J
A

力
一
一
ズ
ム
と

L
C
の
屯
P
R
に
本
ιい
す
る
法
作
家
に
な
ら
な
け
、
れ
ば

凶
際
的
・
認
同
窓
川
町
日
行
リ
イ
パ
！
紛
九
y
C
A
D
E
に
よ
る
解
決
能
力
を
持
コ
た
）
一
律
家
1
r
L

て
囚
際
的
な
紛
争
解
決
に
た
川
t
J
す
ペ
討
で
込
め
る
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